
 

 

 

 

平成30年度第１回（第16回） 

ＩＣＴ利活用教育の推進に関する事

業改善検討委員会 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年7月27日（金） 

佐賀県教育委員会 

 



議事次第 

 

Ⅰ 開 会 

 

Ⅱ 教育委員会挨拶 

 

Ⅲ 事務局より 

 １ ＩＣＴ利活用教育の推進に関する事業改善検討委員会の開催について 

 ２ 委員紹介 

 

 

Ⅳ 報 告 

 １ 平成３０年度の取組について 

 ２ ＩＣＴを利活用した授業を受けるのが楽しみである児童生徒の割合について 

 ３ ＩＣＴを利活用した授業に対する生徒の満足度について 

 

 

Ⅴ 協 議 

 １ 「今後、さらに広げていく学び」の取組について ～推進員による授業提案より～ 

 

 

２ その他 

（１）佐賀県学校教育ネットワークセキュリティ対策の平成２９年度取組状況について 

（２）小学校外国語科・外国語活動におけるＩＣＴ利活用リーフレット作成について 

（３）ＩＣＴ利活用に係る調査について 

   ○タイピングスキル調査 

   〇 佐賀大学教育学部１年生を対象としたパソコン利用についての意識調査 

（４）平成３１年度事業について 

 

 

Ⅵ 事務連絡 

   ・次回日程について 

 

 

Ⅶ 閉 会 

 



平成30年度「ICT利活用教育の推進に関する事業改善検討委員会」について 

 

佐賀県教育委員会 

１ 開催趣旨 

平成27年度より引き続き、本委員会を開催し、平成23年度から全県規模で実施して

いる「ＩＣＴ利活用教育推進事業」について、これまでの取組を振り返るとともに、

今後のあり方について、総合的な立場から、取組の改善・検討に向けた協議を行うこ

とにより、佐賀県ならではの教育の特色を活かした、より効果的なＩＣＴ利活用教育

の実施を図り、本県教育の質の向上につなげる。 

 

２ 委 員 

 （五十音順・敬称略）                    平成 30年 7月現

在 

氏 名 所属・職名等 

池之上
いけのうえ

 義
よし

宏
ひろ

 佐賀県小中学校長会 副会長（佐賀市立川副中学校 校長） 

石津
い し づ

 扶美子
ふ み こ

 鳥栖商業高等学校 指導教諭 

石山
いしやま

 恵美
え み

 佐賀県ＰＴＡ連合会 母親委員長兼副会長（中学校） 

板橋
いたばし

 江利也
え り や

 佐賀大学教育学部 学部長 

井手
い で

 美保子
み ほ こ

 佐賀県教職員組合 執行委員長 

隂山
かげやま

 英男
ひ で お

 隂山ラボ代表 教育クリエイター 

齊藤
さいとう

 萌
もえ

木
ぎ

 
東京大学 CoREF 高大接続研究開発センター 高大連携推進部門 

特任助教 

佐藤
さ と う

 正浩
まさひろ

 Windows クラスルーム協議会 事務局 

杉
すぎ

﨑
さき

 士郎
し ろ う

 佐賀県市町教育長連合会 会長（嬉野市教育委員会 教育長） 

田中
た な か

 康
こう

平
へい

 株式会社 N.E.L.&M. 代表取締役 

中村
なかむら

 敏
とし

智
とも

 佐賀県小中学校長会 会長（佐賀市立勧興小学校 校長） 

中野
な か の

 淳
あつし

 日経 BP社 PCメディア編集部長 教育と ICT Online 編集長 

西岡
にしおか

 豊
ゆたか

 佐賀県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 



西牟田
に し む た

 智
とも

弘
ひろ

 佐賀県高等学校教職員組合 副執行委員長 

野中
の な か

 陽一
よういち

 横浜国立大学大学院 教育学研究科 教授 

前田
ま え だ

 一
かず

貴
たか

 佐賀県教職員連合会 執行委員長（江北町立江北小学校 指導教諭） 

松永
まつなが

 太
ふとし

 佐賀県ＰＴＡ連合会 副会長（小学校） 

森本
もりもと

 貴彦
たかひこ

 佐賀新聞社 編集本部 メディア局 局長 

山口
やまぐち

 光一郎
こういちろう

 佐賀県高等学校長協会 会長（鳥栖工業高等学校 校長） 

山下
やました

 康
やす

孝
たか

 佐賀県スーパーティーチャー（唐津東高等学校 教諭） 

 

  



 

 

ＩＣＴ利活用教育の推進に関する事業改善検討委員会の運営について 

平 成 2 7 年 5 月 2 9 日 

ＩＣＴ利活用教育の推進に関する事業改

善検討委員会 

 

１ 趣旨 

ＩＣＴ利活用教育の推進に関する事業改善検討委員会（以下「改善検討委員会」という）の運

営については、以下のとおりとする。 

 

２ 改善検討委員会 

（１）座長は、議長として、会議を進行する。 

（２）座長がやむを得ない理由により改善検討委員会の会議に出席できないときは、改善検討委員

会に所属する委員のうちから座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

   

３ 会議の公開 

  改善検討委員会は原則として公開とする。ただし、座長が非公開とすることが適当と認める場

合には、その一部又は全部を非公開とする。 

 

４ 議事概要の公開 

  改善検討委員会の議事は、議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし、座

長が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とする。 

 

 


